
対象 頁 項目番号 該当部分
1 調達仕様書（案） 17 3.1.7 試行運

用開始からの
本件特定役務

③ウイルスの感染を確認した場合、速やかにウイ
ルスの駆除等必要な対策を行うこと。

「対策を行うこと」との記載がありますが、「作業を実施すること」と
いう表現の方が保守管理業務供給者が作業主体であることがわかりやす
くなるかと思いますが、いかがでしょうか。

〇 ご指摘を踏まえ、以下の通り修正します。

【修正前】
③ウイルスの感染を確認した場合、速やかにウイルスの駆除等必要な
対策を行うこと。
【修正後】
③ウイルスの感染を確認した場合、速やかにウイルスの駆除等必要な
作業を実施すること。

2 調達仕様書（案） 37 8.1.1 公的な
資格や認証等
の取得

「8.1.1 公的な資格や認証等の取得」
① 公益財団法人日本適合性認定協会又は海外の認
定機関により認定された審査登録機関による
ISO9001又はJIS Q 9001及びISO14001又はJIS Q
14001の認定を有している、又は同等の認定を有し
ている組織及び部門が、その品質及び環境マネジ
メントシステムに基づき作業管理を行うこと。

P.32の｢5.5 作業の管理に関する要領｣に｢受託者は、ISO/IEC20000又は同
等の管理手法を適用すること｣との記載がありますが、「8.1.1 公的な資
格や認証等の取得」には当該資格が明記されておりませんでした。管理
手法を指定されているため、資格を有することを必須要件にしてはいか
がでしょうか。

ISO/IEC20000又は同等の管理手法を適用することを求めていますが、
必ずしも同資格の保有を求めてはいないため、仕様書は現状通りとい
たします。

3 要件定義書 47 3.16.2 定常時
運用業務

表19 統計情報の取得項目
項番13　メール送受信処理情報　メール送受信件
数

メール送受信件数とありますが、メール送信件数の間違いではないで
しょうか。

〇 ご指摘を踏まえ、以下のように修正します。

【修正前】
メール送受信件数
【修正後】
メール送信件数

4 調達仕様書（案） 23 3.1.7 試行運
用開始からの
本件特定役務

(6)外部システムとの調整に関わる支援作業 - 〇 以下を追記しました。

(6)外部システムとの調整に関わる支援作業
電子決裁システム（EASY）が2022年2月頃から段階的移行を予定して
いるため、その移行に伴い必要となる本システムにおける対応作業を
支援すること。詳細は受託後に財務省と調整のうえ決定する。

5 調達仕様書（案） 41 9.2 承認手続 ③再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段
階で再委託が行われる場合（以下「再々委託」と
いう。）には、当該再々委託の相手方の商号又は
名称及び住所並びに再々委託を行う業務の範囲を
書面で報告すること。

- 〇 左記9.2承認手続③の記載を削除し、9.2承認手続①の記載に以下を追
記しました。

再委託の相手方が更に委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる
場合も同様とする。

6 調達仕様書（案） 42 10.6 サプライ
チェーンリス
クへの対応

- - 〇 役務の再委託先の情報についても附属文書にて求めるよう修正しまし
た。

7 【附属文書２】役
務従事者リスト

- - - - 〇 役務の再委託先の情報についても附属文書にて求めるよう修正しまし
た。

8 要件定義書 9 1.2.3 行政文
書管理業務

- - 〇 以下の記載を削除しました。

なお、文書管理システムとの連携はAPI連携基盤を通して行うものと
する。（以下、その旨は省略して記載する。）

9 調達仕様書（案） 14 3.1.7 試行運
用開始からの
本件特定役務

表3 定常時運用業務
項番2　情報システム維持作業　お知らせのメンテ
ナンス

- 〇 以下の記載を削除しました。

お知らせのメンテナンス
財務省のシステム担当者の依頼により、本システムのトップ画面に表
示するお知らせのメンテナンスを実施すること。
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10 調達仕様書（案） 20 3.1.7 試行運
用開始からの
本件特定役務

表6 定常時保守業務
項番1　アプリケーションプログラムの保守　機能
追加

- 〇 以下の記載を修正しました。

【修正前】
機能追加の工数枠は年間１２人月（令和３年度は３人月）を予定
【修正後】
機能追加の工数枠は年間１０人月（令和３年度、４年度は対象外）を
予定

11 調達仕様書（案） 23 3.1.7 試行運
用開始からの
本件特定役務

(8)災害時訓練 - 〇 以下の記載を修正しました。

【修正前】
大規模災害時等の対応手順確認、リハーサル等を実施する。受託者
は、財務省が実施する災害時訓練を支援すること。
【修正後】
大規模災害時等の対応手順確認、リハーサル等を実施する。受託者
は、財務省が実施する災害時訓練を支援すること。ただし、令和３年
度の災害時訓練は対象外とする。
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